
 

 

 

 

 

 

 

市立中学校での新型コロナウイルスに感染した教職員の確認について 

（大庄北中学校第４報） 

 

令和２年７月 30日本市報道発表資料の第 104例目の患者にかかる報道内容について、次の

とおり追加します。 

  

当該学校の再開について 

   当該患者の勤務先における濃厚接触者（該当なし）以外の検査の拡大について、本日８

月４日、必要なしとの結論に至りましたので、８月５日から学校の教育活動を再開します。 

 

以 上  

令和２年８月４日 

所 属 教育委員会事務局 保健体育課 

所属長 赤松 利信 

電 話 06-4950-5677 


